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民間公益活動促進業務規程 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人日本民間公益活動連携機構（以下「機構」という。）が、

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成 28年法

律第 101号。以下「法」という。）第 23条及び定款第４条の規定に基づき行う民間公益活

動促進業務の実施等に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、民間公益活動促進業務とは、次に掲げる業務をいう。 

一 資金分配団体（法第 19条第２項第３号ロに規定される資金分配団体をいう。以下同

じ。）に対し、助成、貸付け又は出資（以下「助成等」という。）の実施に必要な資金に

ついて助成又は貸付けを行うこと 

二 民間公益活動を行う団体（法第 19条第２項第３号イに規定される民間公益活動を行

う団体をいう。以下「実行団体」という。）に対し、民間公益活動の実施に必要な資金

の貸付けを行うこと 

三 法第８条に規定される休眠預金等交付金の受入れを行うこと 

四 民間公益活動の促進に関する調査及び研究を行うこと 

五 民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

 

（価値基準と行動原則） 

第３条 機構は、民間公益活動促進業務を実施するに際し、「誰ひとり取り残さない持続可

能な社会作りへの触媒に。」をビジョンとして掲げる。このビジョンを実現するため、国

民への還元と透明性・説明責任、共助、連携による民間主導、持続可能性、公正性、多様

性、革新性、成果最大化の７項目のバリュー（価値基準と行動原則）を設定する。これら

のバリューに従い、社会の優先課題を提示、資金支援、インキュベーター・アクセラレー

ター、伴走型支援、革新的手法の普及促進、監督、活動の広報、制度への参画の促進、民

間公益活動全体の把握、事例の分析と活動への反映、民間公益活動の担い手の自立化のた

めの環境性の 10 項目のミッション（使命）を果たす。 

 

 

第２章 資金分配団体に対する助成 

 

（「優先的に解決すべき社会の諸課題」の決定等） 

第４条 機構は、資金分配団体や実行団体との相互主体的な関係の下、現場からの意見やニ

ーズについても十分考慮しつつ、我が国が抱える社会の諸課題を把握し、分析した上で、
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「優先的に解決すべき社会の諸課題」を決定する。 

２ 機構は、前項に基づき決定した「優先的に解決すべき社会の諸課題」に関し、適切な成

果目標の設定を含めその解決に向けた全体的な方針を決定し、事業年度ごとに作成する

事業計画において明示する。 

 

（資金分配団体の選定） 

第５条 資金分配団体の選定は、公募の方法により行う。 

 

（助成の方針） 

第６条 機構が行う資金提供は、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針（平

成 30年３月 30日内閣総理大臣決定。以下「基本方針」という。）に基づき、当分の間は、

資金分配団体に対する助成のみとする。 

２ 資金分配団体に対する助成は、着実に社会の諸課題の解決に成果を出すことが見込ま

れる事業と目標の達成にはリスクが伴うものの実現すれば社会に大きな変革をもたらす

ような革新的事業とを適切に組み合わせることで社会的成果が最大となるようにあらか

じめ資金配分を設定して行う。 

３ 資金分配団体に対する助成の方法は、資金分配団体が策定した、基本方針に規定する包

括的な支援プログラムの内容を踏まえて決定する。 

４ 期待された社会的成果が達成できない可能性も想定し、適切なリスク管理を行う。 

５ 社会の諸課題を解決するための革新的手法の開発を促進するため、資金分配団体及び

実行団体の創意と工夫が引き出されるように、必要に応じて外部の団体や専門家とも連

携しつつ非資金的支援を行う。 

６ 資金分配団体及び実行団体の選定に際しては、事業の特性に応じ、民間企業や民間金融

機関といった民間の資金の出し手等からの資金提供を受けることを条件とした支援等の

休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みが組み込まれるよう留意

する。 

７ 機構は、資金分配団体に対して複数年度にわたる助成を行うことができる。その助成の

期間は最長３年間とする。機構は、各事業年度に採択する助成事業について、助成期間を

通じた助成限度額を収支予算に定めるとともに、その限度額の範囲内において、各年度の

収支予算に当該年度に係る助成額を計上する。 

 

（助成の対象） 

第７条 資金分配団体として助成等を行う対象は、機構が決定した「優先的に解決すべき社

会の諸課題」の解決に向けて行われる事業とし、第８条に定める観点に基づき行われた審

査を経て次に掲げる事業を公正かつ適確に実施することができる団体とする。 

一 全国各地で地域に根差して事業を展開している団体の活動の拡大及び成果の向上を

図り、当該活動の持続可能性の向上につなげるために、当該団体に助成等を行う事業 

二 斬新で革新的手法による社会の諸課題解決への取組を促進するため、企業等の他セ

クターと連携した新規企画の創出とその実行の加速に取り組む団体に助成等を行う事
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業 

三 革新的事業による社会の諸課題解決への取組を促進するため、新たなビジネスモデ

ルの創出と推進に取り組む団体に助成等を行う事業 

四 防災・減災支援又は緊急災害支援、災害復旧・生活再建支援に向けた各種団体の活動

の推進を図るため、当該団体に助成等を行う事業 

五 資金分配団体・実行団体の基盤強化を図るため、前各号に掲げる事業の実行に関わる

伴走支援、進捗管理、評価、連携支援等の業務を行う専門家の育成又は評価に係る調査

等を支援する事業 

 

（選定審査の着眼点） 

第８条 包括的支援プログラムにおいて示す、事業を適確・公正に実施できるガバナンス・

コンプライアンス体制と包括的支援プログラムの内容について、以下の着眼点から審査

を行う。 

一 包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプ

ライアンス体制等を備えていること。 

二 ガバナンス・コンプライアンス体制については、以下の３点について確認すること。 

イ ガバナンス・コンプライアンス体制等に関する以下の諸規程が備えられているこ

と。 

（１）コンプライアンス施策の検討等を行う組織（外部の有識者等も参加するもの。）

及びその下に実施等を担う部署が設置されていること。 

（２）意思決定機関の運営規則や倫理規程、役員の報酬規程、情報公開規程等、組織の

運営を公正に行うための必要な規程が備えられていること。 

（３）不正行為や利益相反防止のための諸規程が備えられていること。特に不正発生時

には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、そ

の内容を公表する旨定められていること。 

（４）「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向

けガイドライン（平成 28 年 12 月９日消費者庁。以下、「公益通報者保護法ガイ

ドライン」という。）」を踏まえ、内部通報制度を整備し運用していること。 
（５）適確かつ公正に業務を遂行するに必要なトップマネージメント体制を備えてい

ること。 

（６）期待された社会的成果が達成されない場合もあり得るという民間公益活動特有

のリスクを含め、適切な資金のリスク管理を行うこと（特に、貸付けを行う場合

は、貸付金回収計画の策定等適切な債権管理を行うこと）。 

ロ 機構から助成等により提供を受けた資金の使途についてはその助成等に係る資金

提供契約（第 13 条第２項に規定する資金提供契約をいう。）で認められたものに限定

し、区分経理を行うとともに帳簿を備え付けることとしていること。 

ハ 適正かつ効率的に予算を執行すること。 

三 実行団体を選定するにあたり、当該団体が作成する民間公益活動の実施に関する計

画において、達成すべき成果、資金分配団体による支援の出口及び支援の期間、各事業
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年度における事業内容と必要な費用額等が明示されていることを確認することとして

いること。 

四 実行団体に対し、事業実施に係る経営支援等の非資金的支援が必要に応じ伴走型で

提供することとされていること。 

五 包括的支援プログラムを必要に応じ外部の団体等と連携しながら適確に実施するに

足りる能力を有していること。 

２ 資金分配団体の選定の基準及び評価の観点は、事前に公表することとする。 

 

（優先選定） 

第９条 資金分配団体の選定に当たっては、民間公益活動に係る情報を積極的に収集し、助

成等の対象となり得る民間公益活動の案件を発掘・形成するための調査及び研究を行う

こととしている選定申請団体を優先する。 

２ 前項に規定する選定申請団体のほか、包括的支援プログラムにおいて、次のような提案

を行っている選定申請団体も優先選定の対象とする。 

一 寄付やボランティア等の市民参加、当事者や住民の参加、民間企業の支援を想定した

事前準備を行い、その内容を提案内容に組み込んでいる団体 

二 民間資金のマッチングなど他のセクター、団体との共創・協働による新しい取組を提

案している団体 

 

（選定配慮事項） 

第 10条 機構は、資金分配団体の選定に当たっては、社会的成果の最大化の観点から行う

ものとする。 

２ 機構は、社会の諸課題やそれを解決するための手法の多様性に対応できるようにして

いく観点から、大都市その他特定の地域に偏らないように配慮するとともに、分野、助成・

貸付け・出資の別等について配慮するものとする。 

３ 機構は、選定に際しては、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金等の支援を受けて

いない事業の中から、助成対象事業を選定する。 

 

（審査の手続） 

第 11 条 選定申請団体に対する審査は、定款第 53 条第１項に規定する事務局による予備

審査を経て、審査会議の審査により行う。 

２ 事務局は、選定申請団体からの申請受付後、予備審査を行うほか、必要に応じ選定申請

団体から説明を求める。 

３ 審査会議は、民間公益活動に知見を有する専門家又は有識者の中から、理事会で選任さ

れ、理事長の委嘱を受けた委員で構成する。 

４ 審査会議は、必要に応じ選定申請団体から説明を求める。 

５ 審査会議において必要となる事項に関する面談・聴取は、審査会議の指示により、機構

の職員が行い、その結果を審査会議に報告する。 

６ 審査案件に関し特別の利害関係を有する者は審査会議の審査から除外する等、審査の
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公正を確保するための必要な措置を講ずる。 

７ 審査会議の審査を経た資金分配団体の決定は、案件に特別の利害関係を有する理事を

除いた上で、理事会の決議により行う。 

８ 前各項に定めるもののほか、審査会議の構成及び運営については、別に定める。 

 

（選定結果の公表等） 

第 12 条 選定申請団体が提出した申請書類、審査会議の議事録等の選定過程、選定結果、

選定理由、選定された資金分配団体に対する助成期間を通じた助成総額・各年度の助成見

込み額並びに選定されなかった理由及び改善すべき点について公表する。ただし、選定申

請団体の権利その他正当な利益を損なわないようにしなければならない。 

 

（助成金の決定通知及び資金提供契約） 

第 13条 機構は、資金分配団体を決定したときは、包括的支援プログラム等を踏まえ、各

資金分配団体に対して、助成期間を通じた助成総額及び各年度の助成見込み額を通知す

るとともに、これを公表する。 

２ 助成総額の決定後に、機構と資金分配団体との間で締結する資金提供に係る契約（以下

「資金提供契約」という。）には、助成事業の内容及び期間、助成金の交付の条件、交付

の方法、機構の定款第８条に定める事業年度ごとの事業及び収支の報告並びに精算の方

法その他必要な事項を定める。 

３ 機構は、前項に定める資金提供契約に基づき、事業の進捗を踏まえつつ、資金分配団体

に対し助成金を支払うものとする。 

 

（善管注意義務） 

第 14条 資金提供契約には、資金分配団体はこの規程及び資金提供契約に従い、善良なる

管理者の注意をもって選定に係る事業を行わなければならない旨を定めるものとする。 

 

（休眠預金等に係る資金の活用対象の範囲） 

第 15条 機構が資金分配団体に対して助成する資金の活用対象範囲は、資金分配団体が実

行団体に対して行う助成等に充当される費用のほか、資金分配団体の事業の実施に係る

人件費及び設備備品費、実行団体に対する非資金的支援を提供するために必要な専門性

を確保するための経費等休眠預金等に係る資金の活用に当たり資金分配団体において必

要となる経費、資金分配団体及び実行団体自らの成果評価の実施に係る経費等で、資金分

配団体が事前に明示した達成すべき成果を挙げる上で合理的に必要と認められる範囲内

とし、具体的な範囲は機構と資金分配団体との協議を経て個別の資金提供契約において

定めるものとする。 

２ 管理的経費（休眠預金等に係る資金から、助成等に充当される費用を除いた経費）につ

いて、助成等に充当する経費に対する割合の上限を事業年度ごとに策定する事業計画に

おいて定める。 

３ 助成の対象に民間公益活動の実施に係る人件費を含む場合には、その水準について公
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表されなければならない。 

 

（助成金の目的外使用の禁止） 

第 16条 資金分配団体は、機構から受けた助成金を資金提供契約において定める用途以外

の用途に使用してはならない。ただし、資金提供契約において費用間流用について定めた

場合には、当該定めに基づく費用間流用は妨げられない。 

 

（進捗管理） 

第 17条 機構は、資金分配団体に対し、資金提供契約に基づき原則として６か月ごとに民

間公益活動の進捗状況の報告を求めるとともに、必要に応じ現地調査を行い、進捗管理を

行うものとする。 

２ 機構は、前項の報告又は調査の結果等を踏まえ、必要に応じ資金分配団体に対し協力、

支援、助言等を行うものとする。 

 

（資金分配団体に対する監督） 

第 18条 機構は、資金提供契約に基づき資金分配団体における助成金の公正な活用及び事

業の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、資金分配団体に対し、以下の

措置を講ずることとする。 

一 資金分配団体における助成金を活用した事業又は財産の状況に関し報告又は資料の

提出を求めること 

二 機構の職員に資金分配団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、そ

の事業若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる

こと 

２ 機構は、前項による措置のほか、資金提供契約に基づき機構が資金分配団体を選定する

際に確認した当該資金分配団体における事業の公正かつ適確な遂行を担保するために必

要なガバナンス・コンプライアンス体制等の整備等の履行を担保するために必要な措置

その他助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行を確保するために必要な措置を講ずる

こととする。 

３ 機構は、この規程に定める機構による資金分配団体に対する監督に準じて、資金分配団

体が実行団体を監督するに当たり必要な事項（不正による助成等の返還を含む。）が、資

金分配団体の作成する公募要領や、資金分配団体と実行団体の間で締結される資金提供

契約に明記されること、当該資金提供契約において、実行団体が資金分配団体の承認を得

ることなく費用間流用が可能となる範囲について定められていることを確認するものと

する。 

４ 機構は、資金分配団体において休眠預金等に係る資金が公正に活用され、事業が適正に

遂行されるよう、総務部でこの規程に基づく監督を適正に行う。 

 

（選定の取消し等） 

第 19条 機構は、資金分配団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その選定を取り



7 
 

消し、又は期間を定めて資金分配団体における助成金を活用した事業の全部若しくは一

部の停止を求めることができる。 

一 実行団体に対する助成金の活用による助成等の事業を適正かつ確実に実施すること

ができないと認められるとき 

二 選定に関し不正の行為があったとき 

三 法、この規程若しくはこの規程に基づく処分又は資金提供契約に違反したとき 

四 前各号に掲げる事由のほか、助成金の公正な活用及び事業の適正な遂行が困難と認

められるとき 

２ 資金分配団体は、前項の規定に基づき事業の全部又は一部の停止を求められたときは、

その求めに応じて事業の全部又は一部を停止しなければならない。 

３ 第１項の規定に基づき選定を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない団体

は、資金分配団体の選定に応募することができない。 

４ 前３項に定める事項は、資金提供契約においてもこれを定める。 

 

（助成金等の返還） 

第 20条 機構は、次の各号に該当する助成金がある場合は、期限を定めてその返還を資金

分配団体に求めることができる。 

一 資金分配団体からの助成金の辞退に伴い助成金の交付決定を取り消した場合におい

て既に資金分配団体が交付を受けている助成金 

二 資金分配団体の選定を取り消された場合又は助成等の事業の全部若しくは一部を停

止された場合において取消し又は停止に係る部分について既に資金分配団体が交付を

受けている助成金 

２ 機構は、助成金の返還債務及び弁済期が到来した貸付金に係る返還債務を確実に履行

させるための措置を講ずる。 

３ 前２項に定める事項は、資金提供契約においてもこれを定める。 

 

（加算金及び延滞金） 

第 21条 資金分配団体は、前条第１項第２号の規定により助成金の返還を求められたとき

は、その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額に

つき年 10.95％の割合で計算した加算金を機構に納めなければならない。 

２ 資金分配団体は、助成金の返還を求められ、これを納付期日まで納めなかったときは納

付期日の翌日から納付日までの日数に応じてその未納額につき年 10.95％の割合で計算

した延滞金を機構に納めなければならない。 

３ 機構は、前２項においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の

全部又は一部を免除することができる。 

４ 前３項に定める事項は、資金提供契約においてもこれを定める。 

 

（資金分配団体の事業の承継） 

第 22 条 第 19 条の規定により選定を取り消された資金分配団体の助成金を活用した事業
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並びに財産及び負債（機構から受けた助成金の活用による事業に係るものに限る。）は、

他の資金分配団体が承継するものとし、やむを得ない場合に限り、機構が承継する。 

２ 前項に定める事項は、資金分配団体の公募要領及び資金提供契約においてもこれを定

める。 

 

（不正等の再発防止措置） 

第 23条 機構は、資金分配団体における助成金の流用や不正使用等の事案が明らかになっ

た場合は、当該事案が発生した原因を究明し、再発の防止のための措置を講ずるとともに、

その事案の内容等について内閣総理大臣に報告し、公表することとする。 

２ 機構は、資金分配団体における助成金の流用や不正使用等の事案に係る者について、資

金提供契約に基づく措置を講ずるほか刑事告発等の必要な措置を講ずることとする。 

３ 前２項の規定は、実行団体における助成金の流用や不正使用等の事案が明らかになっ

た場合に、資金分配団体が講ずる措置について準用する。この場合において、同項中「機

構」とあるのは「資金分配団体」と、「資金分配団体」とあるのは「実行団体」と、「内閣

総理大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 

 

（事業完了報告） 

第 24条 資金分配団体は、助成事業完了の日から資金提供契約で定める期間内に事業完了

報告書を機構に提出するものとする。 

２ 機構は、事業完了報告を受けた場合、監査を行う。 

３ 機構は、事業の適正を期するため、又は事業の評価を行うため、資金提供契約に基づき

助成事業の完了の日の属する事業年度の終了後５年を経過するまでの間は、第 18条に基

づく報告の聴取、立入検査又は監査を行うことができる。 

４ 前２項に規定する監査においては、必要に応じ外部の専門家による第三者監査を行う。 

 

（資金提供契約） 

第 25条 機構は、この規程に定めるもののほか、資金分配団体に対する助成の実施に関し

て必要な事項を、資金分配団体の公募要領に示すとともに、資金分配団体と締結する資金

提供契約において定めることとする。 

２ 機構は、この規程に定めるもののほか、資金分配団体が実行団体に助成等を実施するに

関して必要な事項が、資金分配団体の作成する公募要領や、資金分配団体と実行団体の間

で締結される資金提供契約に明記されることを確認するものとする。 

 
（情報公開） 

第 26条 機構は、資金分配団体の選定過程や選定結果、選定理由、選定された資金分配団

体に対する助成期間を通じた助成総額・各年度の助成見込み額及びその根拠等について

公表するとともに、事業の進捗状況や評価結果、休眠預金等交付金の使用状況等、可能な

限りあらゆる情報を国民に分かりやすい形で示す。 

２ 機構は、資金分配団体が実行団体に助成等を実施することに関して、実行団体の選定過
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程や選定結果、選定理由、選定された実行団体に対する助成等の金額及びその根拠等につ

いて公表されることを確認する。 

３ 機構は、実行団体における事業の進捗状況や評価結果、休眠預金等交付金の使用状況等

について、国民に分かりやすい形で示す仕組みを構築し、これらの情報が適切に公表され

ることを確認する。 

４ 前２項に規定する公表等を通じて、機構は資金分配団体を、資金分配団体は実行団体を

適切に監督する。また、機構は、資金分配団体が実行団体を適切に監督していることを確

認する。 

 
 

第３章 休眠預金等交付金の受入れ 

 

（休眠預金等交付金の受入れ） 

第 27条 機構は、別に定める規程により法第８条、第 21条第１項第３号、第 27条第１項

並びに第２項、第 28 条から第 30 条までの規定に則して休眠預金等交付金及び運用資金

を適切に取り扱うものとする。 

２ 機構は、休眠預金等交付金を原資とする予算の適正かつ効率的な執行のため、以下の措

置を講ずることとする。 

一 民間公益活動促進業務に必要な経費については、事前に明示した達成すべき成果を

挙げる上で真に必要なものに限定すること。 

二 外部監査の実施等により効率性の観点から常に精査し、その使用状況についての情

報公開を徹底すること。 

三 予算に執行残が生じることが見込まれる場合にあっては、当該見込額を法第 29条第

１項に規定される運用資金に組み入れること。 

 

 

第４章 民間公益活動の促進に関する調査及び研究 

 

（調査・研究） 

第 28条 機構は、資金分配団体や実行団体等と連携し、次に掲げる民間公益活動の促進に

関する調査及び研究を実施する。 

一 民間公益活動の案件を発掘及び形成するための調査及び研究 

二 休眠預金等活用制度の改善や資金分配団体や実行団体における効果的な事業の実施

に資するための調査及び研究 

２ 機構は、前項の規定による調査及び研究の実施により得られた情報及びその成果は、調

査及び研究に係る者等の権利その他正当な利益を損なわない範囲において、広く公開す

るものとする。 
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第５章 民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動 

 

（啓発活動・広報活動） 

第 29条 機構は、資金分配団体や実行団体等と連携し、次に掲げる民間公益活動の促進に

資するための啓発活動及び広報活動を実施する。 

一 休眠預金等活用制度に係る資金の活用状況及び成果等に関する啓発活動及び広報活

動 

二 休眠預金等交付金を原資とする資金を活用して実施する事業であることを示す標識

（シンボルマーク）の活用による啓発活動及び広報活動 

２ 資金分配団体及び資金分配団体が助成等を行う実行団体は、機構、資金分配団体及び実

行団体それぞれの間の資金提供に関する契約に基づき休眠預金等を活用して実施する事

業においてシンボルマークを表示するものとする。 

 

 

第６章 評 価 

 

（評価） 

第 30条 機構は、自らの活動に対する自己評価並びに資金分配団体の成果評価の点検及び

検証を行うとともに、制度全体に関する社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的

な仕組みの創出という観点を含めた総合的な評価を行う。 

２ 機構が自己評価を行う際には、事前に評価項目及び評価基準を明確かつ具体的に設定

するものとする。その際には、測定可能で効果を証明できるアウトカム指標を設定する。 

３ 機構は、必要に応じ、資金分配団体及び実行団体における成果評価等の負担を軽減する

ため専門家による評価の技術支援又は研修、進捗管理等の評価支援を行う。 

４ 機構は、評価の比較可能性や信頼性を確保するため、基本方針に基づき評価指針を定め

るものとする。 

 

 

第７章 附帯業務 

 

（ICTの活用） 

第 31条 機構は、資金分配団体及び実行団体の事業の進捗状況、評価結果等をオンライン

で収集し、蓄積する仕組みを整備する。 

 

（研修） 

第 32条 機構は、伴走型支援の担い手を始め民間公益活動促進のための人材を育成する研

修を行う。 

 

（国際交流） 
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第 33条 機構は、休眠預金を活用する先進各国の動向を調査するとともに、我が国の休眠

預金活用制度の成果を世界に向けて発信するため国際交流を行う。 

 

 

第８章 民間公益活動促進業務の適正を確保するための体制の整備 

 

（評議員会及び理事会の運営） 

第 34条 機構は、評議員会の運営に関する規程並びに理事会の運営及び理事の職務権限に

関する規程を定めるものとする。 

２ 機構は、評議員会及び理事会の決議に当たっては、前項に定める諸規程に基づき、当該

決議について特別の利害関係を有する評議員又は理事を除いた上で行う。 

 

（監事監査） 

第 35条 機構は、以下の事項を定める監事及び監事監査に関する規程を定めるものとする。 

一 監事の職能、権限及び理事等の協力に関する事項 

二 監事監査に関する事項 

三 監事の意見陳述その他監事の義務に関する事項 

四 前各号に定める事項の他監事監査の実施に必要な事項 

 

（倫理及びコンプライアンス） 

第 36条 機構は、倫理規程及びコンプライアンス規程を定めるものとする。 

２ 倫理規程には、利益相反又は法第 20条第１項第６号に該当する事項に関する自己申告

制度の運用に関する事項その他不正行為及び利益相反の防止に関する事項を定めるもの

とする。 

３ 機構は、倫理規程その他の機構が定める諸規程に従い、役職員に対して、定期的に利益

相反に該当する事項に関する自己申告をさせた上で、適切な組織において内容確認を徹

底し、迅速な発見、是正を図る。 

４ 機構は、定款第 51 条の専門家会議及び第 52 条第２項に規定する委員会の委員につい

て利益相反防止のための必要な措置を講ずるものとする。 

 

（職員の服務規律） 

第 37条 職員の服務・就業に関する遵守事項、風紀・秩序に関する遵守事項、業務権限の

私的利用の禁止等の服務に関する規律及び懲戒に関しては就業規則で定めるものとする。 

 

（内部通報） 

第 38条 機構は、公益通報者保護法ガイドラインを踏まえ、内部通報（ヘルプライン）規

程を定め、適正に運用するものとする。その際、通報者に対する解雇その他不利益な取扱

いの禁止及び通報者の匿名性の確保の徹底に係る事項について明記するものとする。な

お、同規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一 通報者の保護に関する事項 

二 通報等の方法 

三 通報等に基づく調査等に関する事項 

四 その他内部通報に関し必要な事項 

 

（リスク管理） 

第 39条 機構は、リスク管理に関する規程を定めるものとする。同規程には、役職員の責

務、緊急事態への対応その他リスク管理に必要な事項を定めるものとする。 

 

（情報の適切な管理及び公開） 

第 40条 機構は、情報の適切な管理及び公開に関し、情報公開に関する規程及び文書管理

に関する規程等を定めるものとする。同規程には、それぞれ次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 情報公開に関する規程 情報公開の方法その他情報公開に関する事項 

二 文書管理に関する規程 文書の作成、整理及び保管並びに保存期間その他文書管理

に関する事項 

 

（個人情報保護等） 

第 41条 機構は、個人情報保護等に関する規程等を定めるものとする。 

 

 

第９章 会計等に関する事項 

（経 理） 

第 42条 機構は、経理規程を定めるものとする。同規程には、会計区分、帳簿の備付け及

び収支予算その他資金の適正かつ効率的な執行のために必要な事項を定めるものとする。 

 

（収支予算書及び収支決算書） 

第 43条 収支予算書及び収支決算書は資金収支ベースとすることを経理規程に定める。 

２ 収支決算書については、公認会計士又は監査法人の監査意見を付することを経理規程

に定める。 

 

（契 約） 

第 44条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、原則として、

すべて公告して申込みをさせることにより競争に付すものとする。ただし、契約の性質又

は目的が競争を許さない場合、予定価格が少額である場合その他規定で定める場合は、指

名競争又は随意契約によることができるものとする。 

 

 

第 10章 雑 則 
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（業務の委託） 

第 45条 機構は、第２条に規定する民間公益活動促進業務について、当該業務の効率的か

つ効果的な運営に資すると認めるときは、外部の者に委託してこれを行うことができる。 

 

（業務委託契約） 

第 46条 機構は、業務の実施を委託しようとするときは、受託者と業務委託契約を締結す

るものとする。 

２ 前項に基づく業務委託契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。 

 

第 47条 この規程に定めるもののほか、民間公益活動促進業務の実施に関し必要な事項に

ついて理事長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、内閣総理大臣の認可を受けた日から施行し、2019 年４月１日から適用す

る。 

２ 機構は、第６条第７項の規定にかかわらず、2019 年度の収支予算においては、当該年

度に採択した助成事業に関して、当該年度分及び翌年度分の助成額を合わせて計上する

ことができる。 

 


